
  
 
 
 

 

  
○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
） 

第
五
十
八
条 
法
第
二
十
八
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。 

一 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
電
気
通
信
設
備
の
故
障
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の

全
部
又
は
一
部
（
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
提
供
を

停
止
又
は
品
質
を
低
下
さ
せ
た
事
故
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設

備
の
故
障
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供

の
停
止
又
は
品
質
の
低
下
を
受
け
た
利
用
者
の
数
（
総
務
大
臣
が
当
該
利
用
者

の
数
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
）
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以

上
の
も
の 

 

電
気
通
信
役
務
の
区
分 

時
間 
利
用
者
の
数 

一 

緊
急
通
報
を
取
り
扱
う
音
声
伝
送
役

務 

一
時
間 

三
万 

二 

緊
急
通
報
を
取
り
扱
わ
な
い
音
声
伝

送
役
務 

二
時
間 

三
万 

一
時
間 

十
万 

三 

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条
第

二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ
サ

ー
ビ
ス 

十
二
時
間 

三
万 

二
時
間 

百
万 

二
十
四
時
間 

十
万 

（
報
告
を
要
す
る
重
大
な
事
故
） 

第
五
十
八
条 

法
第
二
十
八
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
重
大
な
事
故
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
時
間
以
上
電
気
通
信
設
備
の
故
障
に
よ
り
電
気
通
信
役
務
の

全
部
又
は
一
部
（
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
提
供
を

停
止
又
は
品
質
を
低
下
さ
せ
た
事
故
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設

備
の
故
障
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供

の
停
止
又
は
品
質
の
低
下
を
受
け
た
利
用
者
の
数
（
総
務
大
臣
が
当
該
利
用
者

の
数
の
把
握
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
）
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
以

上
の
も
の 

 

電
気
通
信
役
務
の
区
分 

時
間 

利
用
者
の
数 

一 

緊
急
通
報
を
取
り
扱
う
音
声
伝
送
役

務 

一
時
間 

三
万 

二 

緊
急
通
報
を
取
り
扱
わ
な
い
音
声
伝

送
役
務 

二
時
間 

三
万 

一
時
間 

十
万 

 
 

 

  
 

 

二
十
四
時
間 

十
万 

別紙２ 



  
 
 
 

 

 

四 

利
用
者
か
ら
電
気
通
信
役
務
の
提
供

の
対
価
と
し
て
の
料
金
の
支
払
を
受
け
な

い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
サ
ー
ビ
ス
（
一

の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通

信
役
務

を
除
く
。
） 

十
二
時
間 

百
万 

五 

一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る

電
気
通
信
役
務
以
外
の
電
気
通
信
役
務 

二
時
間 

三
万 

一
時
間 

百
万 

二 

（
略
） 

 

三 

利
用
者
か
ら
電
気
通
信
役
務
の
提
供

の
対
価
と
し
て
の
料
金
の
支
払
を
受
け
な

い
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
サ
ー
ビ
ス
（
音

声
伝
送
役
務

を
除
く
。
） 

 

十
二
時
間 

百
万 

四 

一
の
項
か
ら
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る

電
気
通
信
役
務
以
外
の
電
気
通
信
役
務 

二
時
間 

三
万 

一
時
間 

百
万 

二 

（
略
） 

 

  
 



  
 
 
 

 

  
○
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
） 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改
正
案 

現
行 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
電
気
通

信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
に
お
い
て
使
用
す

る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
十
六 

（
略
） 

十
七 

Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ
サ
ー
ビ
ス 

利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無

線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
又
は
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る

端
末
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ
伝
送
役
務
で
あ
つ
て
、
電
波
法
施
行
規

則
第
六
条
第
四
項
第
二
号
（
１
）
、
（1

3

）
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
十
六
条

第

十
一
号

に
掲
げ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
（
第
九
号

及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
を
い
う
。 

十
八
～
二
十
（
略
） 

（
電
気
通
信
役
務
契
約
等
状
況
報
告
等
） 

第
二
条 

次
の
表
の
報
告
対
象
事
業
者
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
様
式
番
号
の
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
、
毎
四
半
期
経
過
後
一
月
以

内
（
様
式
第
一
第
二
表
、
様
式
第
二
、
様
式
第
四
、
様
式
第
五
第
二
表
、
様
式
第

六
及
び
様
式
第
十
五
の
三
の
二
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
毎
報
告
年
度
経
過
後

二
月
以
内
）
に
、
同
表
の
報
告
対
象
役
務
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す

る
当
該
四
半
期
末
（
様
式
第
一
第
二
表
、
様
式
第
二
、
様
式
第
四
、
様
式
第
五
第

二
表
、
様
式
第
六
及
び
様
式
第
十
五
の
三
の
二
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

報
告
年
度
末
）
の
契
約
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
書
面
又
は
別
に
定
め
る
磁
気
デ
ィ

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
電
気
通

信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
に
お
い
て
使
用
す

る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
十
六 

（
略
） 

十
七 

Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ
サ
ー
ビ
ス 

利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無

線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
又
は
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る

端
末
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
デ
ー
タ
伝
送
役
務
で
あ
つ
て
、
電
波
法
施
行
規

則
第
六
条
第
四
項
第
二
号
（
１
）
、
（1

3

）
若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
十
六
条

第

九
号

に
掲
げ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
（
第
九
号
及

び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

十
八
～
二
十
（
略
） 

（
電
気
通
信
役
務
契
約
等
状
況
報
告
等
） 

第
二
条 

次
の
表
の
報
告
対
象
事
業
者
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
様
式
番
号
の
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
、
毎
四
半
期
経
過
後
一
月
以

内
（
様
式
第
一
第
二
表
、
様
式
第
二
、
様
式
第
四
、
様
式
第
五
第
二
表
、
様
式
第

六
及
び
様
式
第
十
五
の
三
の
二
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
毎
報
告
年
度
経
過
後

二
月
以
内
）
に
、
同
表
の
報
告
対
象
役
務
の
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す

る
当
該
四
半
期
末
（
様
式
第
一
第
二
表
、
様
式
第
二
、
様
式
第
四
、
様
式
第
五
第

二
表
、
様
式
第
六
及
び
様
式
第
十
五
の
三
の
二
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該

報
告
年
度
末
）
の
契
約
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
書
面
又
は
別
に
定
め
る
磁
気
デ
ィ



  
 
 
 

 

 

ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

報
告
対
象

役
務 

報
告
対
象
事
業
者 

様
式
番
号 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ

サ
ー
ビ
ス 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
気
通
信
事
業

者 一 

電
気
通
信
設
備
（
電
波
法
施
行
規
則
第

六
条
第
四
項
第
二
号
（
１
）
、
（
１
３
）

若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
十
六
条

第
十
一

号

に
掲
げ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
限

る
。
次
号
及
び
様
式
第
十
五
の
二
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者 

二 

（
略
） 

様
式
第
十
五
の

二 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

２
～
４
（
略
） 

（
略
） 

様
式
第2

7

（
第7

条
の3

関
係
） 

事
故
発
生
状
況
報
告
 

年
 

 
月
分

か
ら
 

年
 

 
月
分

ま
で
 

事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

登
録

年
月

日
又

は
届

出
年

月
日

及
び

登
録

番
号

又
は

届
出

番
号
 

ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
（
以
下
「
書
面
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
総
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

報
告
対
象

役
務 

報
告
対
象
事
業
者 

様
式
番
号 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ

サ
ー
ビ
ス 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
電
気
通
信
事
業

者 一 

電
気
通
信
設
備
（
電
波
法
施
行
規
則
第

六
条
第
四
項
第
二
号
（
１
）
、
（
１
３
）

若
し
く
は
第
三
号
又
は
第
十
六
条

第
九
号

に
掲
げ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
限
る
。

次
号
及
び
様
式
第
十
五
の
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
設
置
し
て
Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者 

二 

（
略
） 

様
式
第
十
五
の

二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

２
～
４
（
略
） 

（
略
） 

様
式
第2

7

（
第7

条
の3

関
係
） 

事
故
発
生
状
況
報
告
 

年
 
 
月
分
か
ら
 

年
 
 
月
分
ま
で
 

事
業
者
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

登
録

年
月

日
又

は
届

出
年

月
日

及
び

登
録

番
号

又
は

届
出

番
号
 



  
 
 
 

 

 

電
気
通
信
設
備
統
括
管

理
者
の

氏
名

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

電
気
通
信
主
任
技
術
者

の
氏
名

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

発生年月日及び時刻
 

復旧年月日及び時刻
 

影響を与えた地域
 

影響を与えた利用者数
 

主な発生原因
 

設備の管理工程
 

故障設備
 

措置模様
 

備考
 

影響を与えた電気通信役務の区分
 

影
響

を

与
え

た

電
気

通

信
役

務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
１

～
６
 

（
略
）
 

７
 
「
主

な
発
生
原
因
」
の
欄
は
、「

自
然
故

障
」
、「

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

不
具

合
」
、
「

異
常
ト
ラ

ヒ
ッ
ク

」
、
「

人
為
要

因
」
、
「

他
の

電
気

通
信

事
業

者

の
事

故
に

よ
る
要

因
（
卸

電
気

通
信

役
務

を
提

供
す

る
電

気
通

信
事

業

者
、
接
続
先
の
電
気
通
信
事
業
者
、
そ
の
他
）
」
、「

停
電
（

通
常
受

け
て

電
気
通
信
設
備
統
括
管
理
者
の
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電
気
通
信
主
任
技
術
者
の
氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発生年月日及び時刻
 

復旧年月日及び時刻
 

影響を与えた地域
 

影響を与えた利用者数
 

主な発生原因
 

設備の管理工程
 

故障設備
 

措置模様
 

備考
 

影響を与えた電気通信役務の区分
 

影
響

を

与
え

た

電
気

通

信
役
務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
１

～
６
 

（
略
）
 

７
 
「
主

な
発
生

原
因
」
の
欄
は
、「

自
然
故
障
」
、「

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
不
具

合
」
、
「

異
常

ト
ラ

ヒ
ッ
ク

」
、
「

人
為
要

因
」
、
「

他
の
電

気
通

信
事
業

者

の
事

故
に

よ
る

要
因
（
卸

電
気

通
信

役
務

を
提

供
す
る

電
気

通
信

事
業

者
、
接
続

先
の
電
気
通
信
事
業
者
、
そ
の
他
）
」
、「

停
電
（
通
常
受
け
て



  
 
 
 

 

 

い
る

電
力
の
供
給
の
停
止
）」、「

自
然
災
害
」
、「

火
災

」、「
第

三
者

要
因

（
道

路
工
事
に
よ
る
断
線
、
車
両
に
よ
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す
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の
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す
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と
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附
則
（
平
成 
年 

月 

日
総
務
省
省
令
第 

号
） 

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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